
新
体
制
に
よ
る
初
の
理
事
会
開
催

　

第
11
回
定
時
総
会
に
続
い
て
、新
た
に
選
任
さ

れ
た
23
名
の
理
事
全
員
の
出
席
に
よ
り
、第
92
回

理
事
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。会
長
、副
会
長
を

は
じ
め
、各
委
員
等
の
選
任
が
滞
り
な
く
行
わ

れ
、全
員
に
よ
る
承
認
を

経
て
、新
し
い
執
行
部
が

決
定
し
ま
し
た
。

　

櫻
井
会
長
に
よ
る
「
ラ

イ
ド
シ
ェ
ア
の
問
題
な

ど
解
決
す
べ
き
問
題
が

山
積
し
て
お
り
ま
す
が
、

皆
さ
ん
の
お
知
恵
を
拝

借
し
な
が
ら
戦
っ
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
の

で
、よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
」と
い
う
就
任
の
挨

拶
が
行
わ
れ
、新
体
制
が

ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

都内個人タクシー現況（令和6年7月1日現在） 
許可事業者数 9,283名

（特別区、武三8,928名  北多摩125名  南多摩230名）

傘下事業者数 8,841名
（特別区、武三8,489名  北多摩123名  南多摩229名）

※集計方法は運輸行政と異なります。

第
92
回
　
理
事
会
の
焦
点

リ
に
よ
る
配
車
依
頼
を
し
っ
か
り
と
受
け
る

こ
と
、ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
に
回
さ
な
い
こ
と
が

重
要
で
す
。こ
の
ま
ま
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
が
容

認
さ
れ
て
し
ま
う
と
、ゆ
く
ゆ
く
は
我
々
の

業
務
に
も
差
し
支
え
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。皆
さ
ん
に
は
、一
緒
に
考
え
、行

動
を
起
こ
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、本
日
は
建
設
的
な

ご
意
見
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、今
後
に
向
け

て
し
っ
か
り
し
た
地
盤
を
固
め
て
個
人
タ
ク

シ
ー
業
界
を
盛
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」

　

引
き
続
き
行
わ
れ
た
審
議
で
は
、３
つ
の
決

議
事
項
が
原
案
通
り
可
決
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

定
時
総
会
の
開
催
に
あ
た
り
、櫻
井
会
長

よ
り
次
の
よ
う
な
話
が
あ
り
ま
し
た
。

　
「
ま
ず
は
昨
年
10
月
１
日
に
始
ま
っ
た
イ

ン
ボ
イ
ス
制
度
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し

て
、本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
た
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
に
つ
い
て
で
す
が
、

自
家
用
車
活
用
事
業
（
日
本
型
ラ
イ
ド
シ
ェ

ア
）が
４
月
に
特
別
区
・
武
三
交
通
圏
、京
浜
・

名
古
屋
・
京
都
市
域
か
ら
始
ま
り
、そ
の
後
の

通
達
で
、さ
ら
に
札
幌
、仙
台
市
、埼
玉
・
県
南

中
央
、千
葉
、大
阪
市
域
、神
戸
市
域
、広
島
と

福
岡
の
８
つ
、合
計
12
交
通
圏
で
動
き
出
し

て
い
ま
す
。加
え
て
２
週
間
ほ
ど
前
に
は
、岸

田
総
理
大
臣
か
ら
『
全
国
展
開
し
て
い
く
』と

い
う
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。そ
の
よ
う
な
中

で
、我
々
は
何
を
や
る
べ
き
か
、何
が
で
き
る

か
、と
い
う
こ
と
で
す
が
、４
月
の
デ
ー
タ
を

見
て
み
ま
す
と
、日
本
型
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
の

１
時
間
あ
た
り
の
乗
車
回
数
は
平
均
で
１
・
５

回
だ
そ
う
で
す
。こ
の
１
・
５
回
を
１
回
以
下

に
し
て
い
く
た
め
に
も
、我
々
が
配
車
ア
プ

場
　
　
所
ホ
テ
ル
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン

エ
ド
モ
ン
ト
「
薫
風
」

場
　
　
所

ホ
テ
ル
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン

エ
ド
モ
ン
ト
「
万
里
」

開
催
日
時
７
月
１
日　

午
後
２
時
30
分

開
催
日
時

７
月
１
日（
月
） 

午
後
１
時
30
分

決
議
事
項

①
会
長
、副
会
長
及
び
専
務
理
事
選
定
の
件

②
副
会
長
の
代
行
順
序
決
定
の
件

③
委
員
会
委
員
選
任
の
件

④
対
外
役
員
等
推
薦
候
補
者
選
出
の
件

⑤
関
東
支
部
推
薦
役
員
候
補
者
選
出
の
件

⑥
関
東
支
部
代
議
員
選
出
の
件

⑦
全
個
協
会
員
の
議
決
権
行
使
者
選
出
の
件

⑧
役
員
等
選
出
規
則
一
部
改
定
承
認
の
件

⑨
地
理
モ
ニ
タ
ー
制
度
実
施
要
綱
一
部
改
定
承

認
の
件

個
人
タ
ク
シ
ー
を
盛
り
上
げ
る
た
め
に

第
11
回 

定
時
総
会

決
議
事
項

①
令
和
５
年
度
決
算
報
告
承
認

の
件

②
理
事
23
名
選
任
の
件

③
監
事
２
名
選
任
の
件

会長挨拶を行う櫻井会長

発行者　一般社団法人東京都個人タクシー協会　東京都豊島区南大塚1-2-12　日個連会館5階　（03）3947-1461　http://www.kojintaxi-tokyo.or.jp/
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そ
も
タ
ク
シ
ー
不
足
と
言
わ
れ
る
も
の
は
深

刻
な
状
況
な
の
か
、ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
の
運
転
者

の
な
り
手
と
な
る
人
が
タ
ク
シ
ー
の
不
足
と

さ
れ
る
時
間
帯
に
い
る
の
か
、オ
ー
バ
ー
ツ
ー

リ
ズ
ム
に
よ
る
交
通
渋
滞
を
加
速
す
る
こ
と

に
な
ら
な
い
か
疑
問
が
生
じ
ま
す
。

　

特
別
区
・
武
三
地
区
に
お
け
る
令
和
４
年
11

月
の
運
賃
改
定
に
続
き
、多
摩
地
区
で
も
令

和
５
年
１
月
か
ら
運
賃
改
定
要
請
が
行
わ
れ

た
結
果
、令
和
５
年
11
月
20
日
に
改
定
率
10
・

21
％
で
運
賃
改
定
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。実
働

日
車
当
た
り
の
営
業
収
入
に
つ
い
て
は
、実
働

率
が
低
い
な
か
依
然
好
調
を
維
持
し
て
お
り

ま
す
が
、タ
ク
シ
ー
乗
務
員
が
充
足
さ
れ
た
場

合
や
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
が
動
き
出
し
た
と
き
に

ど
の
よ
う
に
な
る
か
不
安
な
点
も
あ
り
ま
す
。

　

協
会
加
入
の
個
人
タ
ク
シ
ー
事
業
者
数
は

令
和
４
年
６
月
末
に
１
万
人
を
割
り
込
み
、令

和
６
年
４
月
末
現
在
で
は
、特
別
区
・
武
三
地

区
８
５
５
３
名
、多
摩
地
区
３
５
２
名
、合
計

８
９
０
５
名
と
２
年
弱
で
１
０
７
５
名
も
の

大
幅
な
減
少
が
続
い
て
お
り
、こ
の
ま
ま
減
少

し
続
け
る
と
組
織
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難

な
状
況
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。

　

減
少
を
続
け
る
な
か
、自
民
党
の
「
個
人
タ

ク
シ
ー
を
応
援
す
る
議
員
連
盟
」の
働
き
か
け

で
実
現
し
た
特
例
新
規
許
可
で
す
が
、令
和

６
年
度
の
参
入
枠
は
特
別
区
・
武
三
交
通
圏

４
３
３
個
、北
多
摩
交
通
圏
５
個
、南
多
摩
交

通
圏
４
個
と
な
り
ま
し
た
。示
さ
れ
た
参
入
枠

を
有
効
に
活
用
し
、な
お
か
つ
、譲
渡
譲
受
の

申
請
件
数
も
増
加
さ
せ
な
け
れ
ば
、せ
っ
か

く
の
特
例
新
規
許
可
も
意
味
が
な
い
も
の
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。個
人
タ
ク
シ
ー
の
地
理

試
験
廃
止
も
目
途
が
立
ち
５
月
に
廃
止
が
確

実
と
な
り
、資
格
要
件
等
の
ハ
ー
ド
ル
が
下

が
っ
た
こ
と
で
参
入
し
や
す
く
な
り
ま
す
の

で
、希
望
者
増
に
繋
が
れ
ば
と
考
え
て
い
ま

す
。

　

さ
ら
に
国
土
交
通
省
は
、昨
年
12
月
末
に
個

人
タ
ク
シ
ー
の
申
請
・
処
理
方
針
等
の
一
部
改

正
等
を
行
い
「
Ｕ
タ
ー
ン
・
Ⅰ
タ
ー
ン
制
度
」

の
創
設
が
明
記
さ
れ
、人
口
30
万
人
以
上
の
都

市
が
含
ま
れ
な
い
営
業
区
域
で
も
個
人
タ
ク

シ
ー
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。ま

た
、譲
渡
譲
受
申
請
で
は
、定
年
制
が
な
い
譲

渡
人
は
譲
受
人
が
60
歳
以
下
で
あ
れ
ば
80
歳

未
満
で
の
譲
渡
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
の
で
、

こ
ち
ら
を
活
用
し
た
申
請
も
選
択
肢
の
一
つ

と
し
て
お
考
え
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　

タ
ク
シ
ー
を
取
り
巻
く
情
勢
は
、観
光
地
等

に
お
け
る
タ
ク
シ
ー
不
足
問
題
に
端
を
発
し

た
菅
前
総
理
の
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
導
入
発
言
か

ら
急
激
に
動
き
出
し
ま
し
た
。３
月
29
日
に
国

土
交
通
省
は
、タ
ク
シ
ー
事
業
者
の
管
理
の
下

で
地
域
の
自
家
用
車
や
一
般
ド
ラ
イ
バ
ー
に

よ
っ
て
有
償
で
運
送
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

こ
と
を
可
能
と
す
る
制
度
（
自
家
用
車
活
用

事
業
）の
通
達
を
発
出
し
ま
し
た
。ま
た
、タ

ク
シ
ー
事
業
者
以
外
の
者
が
行
う
米
国
型
ラ

イ
ド
シ
ェ
ア
事
業
に
係
る
法
制
度
に
つ
い
て
、

論
点
整
理
を
岸
田
首
相
が
指
示
し
て
お
り
、今

後
、タ
ク
シ
ー
事
業
に
お
い
て
安
全
・
安
心
が

担
保
で
き
る
の
か
不
明
な
と
こ
ろ
で
す
。そ
も

　　　　　　　科     目 当年度     前年度     増　減    

Ⅰ　一般正味財産増減の部 

 １．経常増減の部 

  （１）経常収益
   受取登録料 238,000 253,000 △ 15,000

   受取会費 269,255,600 259,532,600 9,723,000

    会員受取会費 164,937,000 159,666,950 5,270,050

    代務者共済拠出金 900 0 900

    上部団体受取会費 104,317,700 99,865,650 4,452,050

   事業収益 6,021,400 6,441,300 △ 419,900

    研修事業収益 5,313,000 5,683,500 △ 370,500

    代行事業収益 708,400 757,800 △ 49,400

   雑収益 585,953 4,916,275 △ 4,330,322

    受取利息 3 240 △ 237

    雑収益 585,950 4,916,035 △ 4,330,085

   経常収益計 276,100,953 271,143,175 4,957,778

  （２）経常費用  

    役員報酬 10,234,680 10,229,280 5,400

    給料手当 47,319,182 49,506,280 △ 2,187,098

    役員退職給付費用 2,500,000 0 2,500,000

    退職給付費用 2,523,850 2,812,340 △ 288,490

    法定福利費 9,008,769 9,145,991 △ 137,222

    福利厚生費 438,582 508,599 △ 70,017

    会議費 675,714 1,795,966 △ 1,120,252

    旅費交通費 10,078,846 10,052,490 26,356

    通信運搬費 1,796,539 2,029,603 △ 233,064

    減価償却費 4,011,717 4,901,850 △ 890,133

    報奨費 666,000 666,000 0

    消耗品費 669,309 963,678 △ 294,369

    会場費 475,160 0 475,160

    委託費 2,174,920 2,715,790 △ 540,870

    印刷製本費 7,482,685 6,868,556 614,129

    賃借料 8,515,872 8,515,872 0

    清掃費 205,437 190,525 14,912

    光熱水料費 503,440 520,258 △ 16,818

    リース料 282,480 282,480 0

    ソフト費 1,347,027 1,225,312 121,715

    表彰費 919,108 981,543 △ 62,435

    共済給付金 5,900,000 6,400,000 △ 500,000

    花環代 885,000 960,000 △ 75,000

    対外活動費 169,015 146,207 22,808

    広告宣伝費 1,126,000 243,952 882,048

    新聞図書費 215,180 209,858 5,322

    諸負担金 477,500 354,800 122,700

    顧問料 550,000 550,000 0

    慶弔費 20,000 46,500 △ 26,500

    交通援助賛助金 100,000 100,000 0

    租税公課 21,800 16,900 4,900

    上部団体会費 104,317,700 99,865,650 4,452,050

    雑費 177,770 507,752 △ 329,982

   経常費用計 225,789,282 223,314,032 2,475,250

  当期経常増減額 50,311,671 47,829,143 2,482,528

 ２．経常外増減の部 

  （１）経常外収益  

   経常外収益計 0 0 0

  （２）経常外費用  

   経常外費用計 0 0 0

  当期経常外増減額 0 0 0

  税引前当期一般正味財産増減額 50,311,671 47,829,143 2,482,528

  法人税等 70,000 70,036 △ 36

  当期一般正味財産増減額 50,241,671 47,759,107 2,482,564

  一般正味財産期首残高 92,008,733 44,249,626 47,759,107

  一般正味財産期末残高 142,250,404 92,008,733 50,241,671

Ⅱ　指定正味財産増減の部   

  当期指定正味財産増減額 0 0 0

  指定正味財産期首残高 0 0 0

  指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ　正味財産期末残高 142,250,404 92,008,733 50,241,671

正味財産増減計算書 令和5年5月1日から令和6年4月30日まで （単位：円） 令
和
５
年
度
事
業
報
告
（
一
部
抜
粋
）

一般社団法人  東京都個人タクシー協会会報令和6年8月号 第589号　⑵



［理事］

和田 賢司
（都営協・石神井）

［理事］

冨田 誠一
（東個協・世田谷第二）

［理事］※

石田 尚稔
（東個協・板橋第一）

［理事］

弘兼 秀一
（都営協・板橋）

令和6年度

一般社団法人 東京都個人タクシー協会
役員名簿

第11回定時総会並びに第92回理事会において、新役員が決定いたしました。
　今後とも一層のご協力をお願い申し上げます。

※印は新任役員

［
副
会
長
］

郷
間
　
宗 

（
都
営
協
・
都
民
同
盟
）

［
副
会
長
］

水
野 

智
文 

（
東
個
協
・
城
南
）

［
副
会
長
］

三
嶋 

英
治 

（
都
営
協
・
城
北
）

［
会
長
］

櫻
井 

敬
寛 

（
東
個
協
・
渋
谷
）

［
副
会
長
］

橋
本 

淳
一 

（
東
個
協
・
新
宿
）

［
副
会
長
］

冨
本 

哲
哉 

（
都
営
協
・
江
戸
川
）

一般社団法人  東京都個人タクシー協会会報令和6年8月号 第589号　⑶



［理事］※

上原 正明
（都営協・東京旅客）

［理事］

大野 芳嗣
（東個協・大田第一）

［理事］※

斎藤 正志
（都営協・東京相互）

［理事］

入江 武重
（東個協・野方）

［理事］※

伊藤 朝浩
（東個協・品川第二）

［理事］※

植村 公勇
（東個協・世田谷第一）

［理事］※

鈴木 健次
（都営協・東東京）

［理事］

馬場　勉
（都営協・事業団）

［理事］※

若山　清
（東個協・豊島）

［理事］

綾部 栄一
（東個協・墨田）

［理事］

福眞　強
（多摩個連・東日本）

［理事］※

福原 健吾
（東個協・北多摩）

［監事］※

池田　豊
（東個協・練馬）

［専務理事］

大森　勝
（員外）

［監事］

小池　毅
（員外）

一般社団法人  東京都個人タクシー協会会報令和6年8月号 第589号　⑷



■処分事案対処報告書（街頭営業適正化指導規程）	 令和6年5月報告分

会員 団体名 氏名 年齢 発生日 発生場所 対象行為 加重 処分内容

東個協 足立第二 Ｋ・Ｙ 54 R6.1.29 新橋駅
東口バス停

進入禁止
無視 加重

表示灯使用停止 
精算停止 
無線営業停止 
講習1日

東個協 世田谷第二 Ｆ・Ｋ 72 R6.1.25 港区六本木
6-4

事業者乗務
証不表示

表示灯使用停止 
精算停止 
無線営業停止 
講習1日

東個協 武三 Ｋ・Ｙ 70 R6.2.21 帝国ホテル
周辺

待機禁止
無視

表示灯使用停止 
精算停止 
無線営業停止 
講習1日

※処分事案は会員団体に処分を要請し、令和６年5月中に処分内容の報告があったもの
※加重とは、処分事案としての処理が２回目以降となる場合です

■不適正営業集計表（街頭営業適正化指導規程）	 （件）

発生月 警告事案 処分事案 処分事案（加重） 合計

令和6年4月 4 1 0 5 

令和6年5月 8 3 2 13 

5月6月
氏
名 

所
属
団
体 

享
年   

病
名

村
田 

敏
幸 

（
東
個
協
・
足
立
第
一
） 

60 

心
不
全

吉
田 

努 

（
東
個
協
・
足
立
第
二
） 

67 

脳
出
血

山
田 

政
雄 

（
東
個
協
・
新
宿
） 

75 

心
不
全

阿
部 

好
一 

（
東
個
協
・
城
南
） 

70 

静
脈
瘤
破
裂

戸
塚 

俊
之 

（
都
営
協
・
城
北
） 

61 

不
明

佐
藤 

昭
義 

（
都
営
協
・
東
部
） 

72 

胃
潰
瘍

安
里 

達
雄 

（
東
個
協
・
世
田
谷
第
二
） 

62 

腎
盂
癌

分
部 

良
雄 

（
都
営
協
・
東
京
相
互
） 

66 

胃
癌

殿
谷 

正
夫 

（
都
営
協
・
東
京
旅
客
） 

72 

リ
ン
パ
癌

岩
崎 

州
男 

（
都
営
協
・
都
民
同
盟
） 

81 

肺
炎

ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す

訃報

令
和
６
年
６
月
１
日
付
け
期
限
更
新

許
可
期
限
１
年
連
続
者
に
つ
い
て

安
全
第
一
、

法
令
遵
守
の
営
業
を

　

令
和
６
年
６
月
１
日
付
け
期
限
更
新
の

内
容
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。

　

今
回
の
更
新
者
は
１
２
５
８
名
で
、更

新
後
の
許
可
期
限
の
内
訳
は
５
年
２
０
７

名
、
３
年
３
４
９
名
、
２
年
69
名
、
１
年

６
０
３
名
、定
年
を
迎
え
る
最
終
更
新
30

名
、補
正
事
項
あ
り
に
よ
る
処
分
保
留
28

名
で
し
た
。

　

ま
た
、２
１
０
名
が
道
交
法
違
反
等
に

よ
り
特
別
研
修
の
対
象
と
な
り
ま
し
た
。

　

な
お
１
年
を
５
回
連
続
す
る
と
「
許
可

等
に
付
さ
れ
た
期
限
の
更
新
申
請
の
審
査

及
び
取
扱
基
準
」に
よ
り
期
限
更
新
を
認

め
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、４
回
連
続

の
５
名
、３
回
連
続
の
10
名
に
対
し
て
は

当
協
会
会

長
名
で
警

告
書
を
送

付
し
、
安

全
運
転
へ

の
注
意
喚

起
を
行
い

ま
し
た
。

　

よ
り
一

層
の
安
全

運
転
を
心

掛
け
て
く

だ
さ
い
。

期限更新者の内訳	 （人）

更新者
数

更新後の許可期限（内訳）
５年 ３年 ２年 １年 定年（最終更新）

1,258 207
（16.5％）

349
（27.7％）

69
（5.5％）

603
（47.9％）

30
（2.4％）

※年齢の理由のみで３年、２年、１年となった者を含む。
※その他、要補正等による保留者28名あり。

許可期限１年連続者（特別研修対象者）	 （人）

初回 ２回連続 ３回連続 ４回連続 5回連続 合計

161 34 10 5 0 210

　　　路上喫煙及びポイ捨て禁止について
港区では「みなとタバコルール」により、区内全域の道路、公園等の屋外の公共場所では、たばこの吸い殻のポ

イ捨て禁止、喫煙の禁止（指定喫煙場所を除く）等が定められています。特に下記31カ所において、タクシードライバーの路
上喫煙、たばこのポイ捨てが多いとの苦情が出ています。喫煙マナーはしっかり守りましょう。

み
な
と
タ
バ
コ
ル
ー
ル
に
つ
い
て
（
抜
粋
）

１
．公
共
の
場
所
に
お
い
て
、た
ば
こ
の
吸
い
殻
を
み
だ
り
に

捨
て
て
は
な
ら
な
い
。

２
．公
共
の
場
所（
指
定
喫
煙
場
所
を
除
く
）に
お
い
て
、喫
煙

を
し
て
は
な
ら
な
い
。

３
．公
共
の
場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
喫
煙
す
る
場
合
に
、

公
共
の
場
所
に
い
る
人
に
た
ば
こ
の
煙
を
吸
わ
せ
る
こ
と

が
な
い
よ
う
、配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
苦
情
場
所
】

•
 

都
立
芝
公
園
内　

指
定
喫
煙
場
所
付
近

•
 

ス
タ
ジ
ア
ム
通
り
・
秩
父
宮
ラ
グ
ビ
ー
場
付
近

•
 

愛
育
病
院
と
新
芝
運
河
沿
い
緑
地
の
間
の
道
路

•
 

港
南
３
丁
目
遊
び
場
と
軽
自
動
車
協
会
の
間
の
路
上

•
 

白
金
台
４
・
５
丁
目
プ
ラ
チ
ナ
通
り

•
 

白
金
台
５

－

10 

首
都
高
架
下

•
 

三
田
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
付
近 •

 

将
監
橋
の
上

•
 

網
代
公
園
付
近 

•
 

六
本
木
ト
ン
ネ
ル
付
近

•
 

六
本
木
西
公
園
前 

•
 

一
の
橋
公
衆
ト
イ
レ
付
近

•
 

古
川
橋
児
童
遊
園
前 

•
 

白
金
公
園

•
 

明
治
学
院
付
近 

•
 

東
大
医
科
研
裏
門
付
近

•
 

亀
塚
公
園
前 

•
 

芝
浦
１

－

11 

街
区
周
辺

•
 

夕
凪
橋
遊
び
場
付
近 

•
 

品
川
イ
ン
タ
ー
シ
テ
ィ
付
近

★ 

正
則
高
等
学
校
裏　

★
芝
公
園
野
球
場
付
近

★
大
門
駅
Ａ
６
出
口　

指
定
喫
煙
場
所
付
近

★
塩
釜
公
園
付
近

★
氷
川
神
社
境
内
遊
び
場
付
近

★
高
橋
是
清
翁
記
念
公
園
付
近

★
都
立
青
山
公
園
付
近

★
東
京
都
青
山
霊
園
付
近

★
白
金
高
輪
駅
３
番
出
口
前
指
定
喫
煙
場
所
付
近

★
田
町
駅
東
口
タ
ク
シ
ー
乗
り
場

★
品
川
駅
港
南
口
タ
ク
シ
ー
乗
り
場

※
★
は
、特
に
苦
情
の
多
い
箇
所
に
な
り
ま
す
。

港区より
改善要請
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で
あ
る
タ
ク
シ
ー
に

と
っ
て
最
大
の
使
命

で
あ
り
ま
す
。ひ
と
た

び
事
故
を
起
こ
せ
ば
、

乗
客
や
他
の
交
通
、さ

ら
に
は
ご
自
身
の
大

切
な
お
身
体
、ご
家
族

も
多
大
な
影
響
を
受

け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。ご
自
身
の
健
康
増
進
、管

理
を
確
実
に
実
施
し
、安
全
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
と
し
て
の
高
い
意
識
を
持
っ
て
ハ
ン
ド
ル
を

握
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

　

次
に
法
令
遵
守
で
す
。残
念
な
が
ら
個
人
タ
ク

シ
ー
事
業
者
の
中
に

は
、
乗
車
拒
否
、
旅

客
と
の
ト
ラ
ブ
ル
、

無
車
検
運
行
、救
護

義
務
違
反
等
、悪
質

な
違
反
を
行
っ
て
い

る
者
は
依
然
と
し
て

存
在
し
て
い
ま
す
。

一
人
ひ
と
り
が
、優

秀
適
格
者
と
し
て
の

自
覚
を
持
っ
て
業
務

を
遂
行
さ
れ
る
こ
と

を
期
待
し
ま
す
」

　

式
の
冒
頭
、関
東
運
輸
局
東
京
運
輸
支
局
皆
川

誠
司
次
長
か
ら
、以
下
の
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。

　
「
こ
れ
か
ら
個
人
タ
ク
シ
ー
事
業
者
と
し
て

日
々
営
業
さ
れ
て
い
く
皆
様
方
に
、お
伝
え
し
た

い
こ
と
を
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。ま
ず
初

め
に
お
も
て
な
し
の
向
上
で
す
。特
に
東
京
の
タ

ク
シ
ー
は
、総
合
的
に
高
い
も
の
と
聞
き
及
ん
で

い
ま
す
。10
年
後
、20
年
後
の
評
価
も
維
持
継
続
さ

れ
る
よ
う
、皆
様
に
は
今
一
度
初
心
に
戻
り
、お
も

て
な
し
の
心
を
忘
れ
ず
に
日
々
営
業
さ
れ
る
こ
と

を
期
待
し
ま
す
。

　

次
に
輸
送
の
安
全
安
心
の
確
保
で
す
。ご
承
知

の
通
り
、輸
送
の
安
全
安
心
は
、公
共
交
通
機
関

東個協・武三支部 
髙橋 佑司さん

（35歳）
　就職難の時期で求
人がほとんど無い
中、父親がタクシー
乗務員をしていたこともあり、タク
シーを仕事にしようと決めました。法
人タクシー会社に入って２年目の時、
優しくしてもらっていた方が個人タク
シー事業者となったことをきっかけ
に、自分も個人タクシー事業者になろ
うと思いました。そして譲渡を待つよ
り開業が早くなるだろうと新規を目指
し、両親や家族、支部の方々の支えもあ
り、無事個人タクシー事業者になるこ
とが出来ました。これからも、近所のお
年寄りに頼ってもらえるような優しい
事業者でありたいと思います。

個
人
タ
ク
シ
ー
許
可
書
・
認
可
書
交
付
式

新
規
許
可
枠
含
め
84
名
の
新
規
事
業
者
が
誕
生

　

６
月
18
日
午
後
３
時
45
分
よ
り
、個
人
タ
ク
シ
ー
会
館
に
て
関
東
運
輸
局

に
よ
る
「
個
人
タ
ク
シ
ー
許
可
書
・
認
可
書
交
付
式
」が
行
わ
れ
、東
京
で
は

新
た
に
84
名
の
事
業
者
（
う
ち
新
規
許
可
者
７
名
）が
誕
生
し
ま
し
た
。

許
可
・
認
可
者
の
喜
び
の

声

令和7年6月1日更新者の事業者研修会日程表
【於 なかのZERO】

【開始：午後１時】 一般社団法人 東京都個人タクシー協会

開催日 団体名

令和６年 世田谷第一支部
（24名）

世田谷第二支部
（10名）

世田谷第三支部
（5名）

都心支部
（17名）

中野支部
（13名）

練馬支部
（39名）

10月30日
(水)

文京第二支部
（18名）

武三支部
（35名）

目黒第一支部
（7名）

墨東支部
（29名）

杉並第二支部
（18名）

豊島支部
（22名）

野方支部
（15名）

墨田支部
（23名）

城南支部
（50名）

新東京支部（東）
（43名）

南多摩支部
（16名）

北多摩支部
（4名）

東支部
（17名）

足立支部
（8名）

板橋支部
（23名）

江戸川支部
（23名）

東東京支部
（24名）

亀戸支部
（13名）

交友協組
（8名）

城東支部
（19名）

事業団支部
（71名）

城北支部
（43名）

全個人協議会
（7名）

11月26日
(火)

足立第一支部
（28名）

足立第二支部
（34名）

荒川支部
（32名）

板橋第一支部
（52名）

江戸川第一支部
（20名）

大田第一支部
（27名）

葛飾第一支部
（25名）

葛飾第二支部
（28名）

北支部
（35名）

北第二支部
（8名）

品川第二支部
（18名）

品川第三支部
（7名）

渋谷支部
（17名）

新宿支部
（31名）

杉並支部
（32名）

石神井支部
（19名）

新東京支部（日）
（15名）

新中野支部
（15名）

第一事業団支部
（54名）

東京相互支部
（8名）

東京旅客支部
（13名）

東部支部
（14名）

朋友支部
（25名）

東友支部
（29名）

都民同盟
（10名）

東京西北協組
（11名）

自交総連協組
（12名）

千住協組
（11名）

東京新足立協組
（17名）

第一多摩協組
（1名）

町田協会
（1名）

東日本協組
（15名）

※必ず公共交通機関をご利用してお越しください。 1,308名
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■携帯メールによる情報伝達システムに
　登録ご希望の方は kojintaxi@kojintaxi-tokyo.or.jp へ氏名、団体名を記載

して送信してください。


